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１

監
査
委
員
公
告

◯
監
査
結
果
の
公
表
（
一
〇
）

監
査
委
員
公
告
第
1
0
号

平
成
1
2
年
秋
田
県
告
示
第
2
9
8
号
で
告
示
さ
れ
た
外
部
監
査
契
約
に
関
し
、
包
括
外
部
監
査
が

執
行
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
秋
田
県
知
事
に
報
告
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
当
該
監
査
の
結
果
に
基
づ
き

（
又
は
当
該
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
）
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
地
方
自

治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
5
2
条
の
3
8
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平
成
1
3
年
1
2
月
４
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
辻
　
　
　
久
　
男
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
田
嶋
　
伝
　
一
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
天
　
野
　
　
　
進
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫
　

財
　
　
　
　
　
1
3
7
5

平
成
1
3
年
1
1
月
2
7
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
様

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

平
成
1
3
年
２
月
７
日
付
け
で
包
括
外
部
監
査
人
高
井
宏
司
か
ら
提
出
さ
れ
た
監
査
の
結
果
に
基

づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。

監
査
委
員
公
告

（
指
摘
事
項
）

１
　
残
高
管
理
に
つ
い
て

所
管
課
ご
と
に
各
月
末
の
貸
付
残
高
が
一
見
し
て
把
握
で
き
る
よ
う
な
事
務
の
シ
ス

テ
ム
に
よ
る
残
高
管
理
が
必
要
で
あ
る
。

２
　
不
良
債
権
の
管
理
に
つ
い
て

収
入
未
済
額
に
係
わ
る
期
限
未
到
来
額
を
含
め
た
債
権
を
、
実
質
的
な
延
滞
債
権
と

し
て
管
理
す
べ
き
で
あ
る
。

３
　
不
良
債
権
の
回
収
可
能
性
に
よ
る
分
類

民
間
金
融
機
関
等
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
県
に
お
い
て
も
不
良
債
権
の
分
類
を
行
う

た
め
、
合
理
的
な
基
準
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
。

４
　
破
綻
債
権
に
つ
い
て

破
綻
債
権
の
中
に
は
、
回
収
不
能
債
権
に
移
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
を
包
含
し
て

い
る
の
で
、
そ
の
管
理
に
特
に
注
意
を
払
う
こ
と
。

５
　
回
収
不
能
債
権
に
つ
い
て

個
々
の
回
収
不
能
債
権
に
つ
い
て
内
容
を
再
度
調
査
し
、
不
納
欠
損
処
分
の
可
否
を

検
討
す
る
こ
と
。

６
　
単
年
度
貸
付
金
に
つ
い
て

貸
付
先
の
経
営
状
態
を
常
に
注
視
す
る
と
同
時
に
資
金
の
利
用
状
況
を
厳
し
く
チ
ェ

ッ
ク
し
、
単
年
度
貸
付
が
実
質
的
長
期
貸
付
金
に
な
ら
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

（
改
善
措
置
）

１
　
各
貸
付
金
ご
と
に
随
時
一
覧
表
示
さ
れ
る
形
式
の
残
高
管
理
は
、
期
限
内
納
入
や
過

年
度
に
お
け
る
収
入
未
済
額
の
早
期
解
消
を
図
る
た
め
に
も
有
用
で
あ
り
、
現
行
財
務

会
計
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
財
務
会
計
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
貸
付
金
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
善

を
検
討
し
ま
す
。

２
　
収
入
未
済
額
に
係
わ
る
期
限
未
到
来
額
を
含
め
た
延
滞
債
権
の
管
理
に
つ
い
て
は
、

個
別
貸
付
の
目
的
及
び
施
策
事
業
の
内
容
、
効
果
等
を
勘
案
し
、
管
理
の
あ
り
方
を
含

め
検
討
し
ま
す
。

３
　
公
益
上
の
必
要
性
に
基
づ
く
行
政
行
為
と
し
て
の
貸
付
金
に
お
い
て
、
現
行
、
法
令

等
に
よ
る
収
入
未
済
額
の
管
理
の
ほ
か
、
不
良
債
権
の
分
類
管
理
の
あ
り
方
を
今
後
、

検
討
し
ま
す
。

４
　
破
綻
債
権
の
み
な
ら
ず
、
債
権
管
理
に
お
い
て
は
、
法
令
等
に
規
定
し
て
い
る
手
続

監
査
年
月
日

監
査
事
項

県
の
貸
付
金
の
総
額

平
成
１２
年
６
月
１４
日

～
平
成
１３
年
２
月
６
日
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き
を
踏
ま
え
、
債
務
者
の
状
況
等
を
見
極
め
な
が
ら
、
対
処
し
ま
す
。

５
　
債
権
管
理
上
、
実
質
回
収
不
能
と
な
っ
て
い
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
貸
付
の
目
的
、

債
務
者
の
状
況
等
、
内
容
を
充
分
精
査
し
、
財
務
規
則
第
3
8
9
条
に
基
づ
く
不
納
欠
損

処
分
の
可
否
を
適
正
に
判
定
し
た
上
で
処
理
し
ま
す
。

６
　
単
年
度
貸
付
金
の
効
果
等
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、
資
金
の
回
収
時
に
貸
付
先
か
ら

提
出
さ
れ
る
実
績
報
告
書
に
よ
り
確
認
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
と
も
、
安
易
に
長

期
化
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
精
査
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

１
　
債
権
管
理
簿
の
記
載
に
つ
い
て

母
子
相
談
員
が
借
主
を
訪
問
し
た
際
の
状
況
等
を
訪
問
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
理
由
に
、
債
権
管
理
簿
の
記
載
内
容
が
一
部
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
不
十

分
な
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
た
の
で
、
債
権
管
理
簿
へ
の
記
載
を
適
切
に
行
う
こ
と
。

２
　
違
約
金
の
計
算
に
つ
い
て

借
主
が
支
払
期
日
に
償
還
金
を
支
払
わ
な
い
と
き
は
、
違
約
金
を
徴
収
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
徴
収
の
み
な
ら
ず
違
約
金
の
計
算
も
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
違
約
金
の

徴
収
に
関
す
る
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
。

（
改
善
措
置
）

１
　
今
後
は
、
母
子
相
談
員
と
債
権
管
理
簿
を
管
理
し
て
い
る
総
務
担
当
者
と
の
連
携
を

密
に
し
て
、
借
主
の
生
活
状
況
や
借
主
に
対
す
る
償
還
指
導
状
況
等
を
債
権
管
理
簿
に

記
載
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

２
　
平
成
1
3
年
度
か
ら
は
、
借
主
に
違
約
金
が
か
か
る
こ
と
を
説
明
し
た
上
で
、
違
約
金

の
計
算
も
基
準
ど
お
り
行
う
こ
と
と
し
、
違
約
金
の
徴
収
及
び
支
払
免
除
に
つ
い
て

は
、
個
別
に
対
応
し
ま
す
。

ま
た
、
既
に
発
生
し
て
い
る
違
約
金
に
関
し
て
も
、
同
様
の
扱
い
と
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

１
　
貸
付
金
残
高
の
把
握
に
つ
い
て

償
還
簿
に
お
い
て
、
個
人
別
の
債
権
残
高
の
把
握
は
さ
れ
て
い
る
が
、
貸
付
金
全
体

監
査
年
月
日

監
査
事
項

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
資
金

平
成
１２
年
８
月
２２
日

～
平
成
１２
年
８
月
２９
日

監
査
年
月
日

監
査
事
項

林
業
改
善
資
金

平
成
１２
年
７
月
１０
日

～
平
成
１２
年
８
月
３０
日

の
残
高
に
つ
い
て
は
適
時
把
握
で
き
る
体
制
に
な
い
。
林
業
改
善
資
金
の
貸
付
金
の
残

高
に
つ
い
て
も
日
常
管
理
に
お
い
て
意
を
用
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

２
　
延
滞
貸
付
金
の
償
還
事
務
に
つ
い
て

延
滞
債
権
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
県
は
債
務
者
か
ら
債
務
確
認
書
（
念
書
）
を
徴
し

て
時
効
の
中
断
を
行
う
が
、
債
務
確
認
書
（
念
書
）
に
以
下
の
問
題
点
を
有
す
る
も
の

が
あ
る
。

①
　
債
務
確
認
書
（
念
書
）
に
債
務
者
の
印
鑑
が
押
印
さ
れ
て
い
な
い
。

②
　
債
務
確
認
書
に
連
帯
保
証
人
の
確
認
が
さ
れ
て
い
な
い
。

３
　
調
定
額
の
検
証
に
つ
い
て

平
成
９
年
度
に
発
生
し
た
延
滞
債
権
に
つ
い
て
、
調
定
額
と
し
て
処
理
す
べ
き
貸
付

先
１
件
が
調
定
も
れ
と
な
り
、
本
来
収
入
未
済
額
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
、

適
切
な
処
理
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。

４
　
債
権
管
理
簿
の
記
載
状
況
に
つ
い
て

財
務
規
則
第
3
7
8
条
は
、
納
期
限
が
過
ぎ
て
も
完
納
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

遅
滞
な
く
債
務
者
の
資
産
又
は
業
務
の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
調
査
確
認
の
う
え
、
債

権
管
理
簿
に
記
載
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
所
定
の
記
載
欄
が

空
欄
の
も
の
が
多
く
、
十
分
な
記
載
整
理
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
延
滞
債
権
が
生
じ
た

と
き
は
、
改
め
て
債
務
者
の
資
産
又
は
経
営
概
況
を
調
査
し
債
権
管
理
簿
に
記
載
整
理

す
る
こ
と
を
要
す
る
。

５
　
保
証
人
に
つ
い
て

①
　
連
帯
保
証
人
が
、
他
の
林
業
改
善
資
金
の
債
務
者
で
あ
る
者
が
あ
る
。
ま
た
、
債

務
者
と
連
帯
保
証
人
が
相
互
保
証
の
関
係
の
者
が
あ
る
が
、
貸
付
要
綱
第
７
―
７
に

お
い
て
、
連
帯
保
証
人
に
つ
い
て
は
相
互
保
証
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
も
の

と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
延
滞
債
権
に
係
る
債
務
者
の
連
帯
保
証
人
が
、

延
滞
債
権
の
発
生
年
度
と
同
一
年
度
に
自
ら
が
債
務
者
と
な
る
貸
付
契
約
が
あ
る
。

②
　
保
証
人
へ
の
督
促
の
期
間
に
つ
い
て
、
民
法
の
時
効
が
完
成
し
、
か
つ
、
援
用
さ

れ
た
た
め
保
証
人
か
ら
回
収
が
不
可
能
と
な
っ
た
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
原
債
務
者

か
ら
連
帯
保
証
人
へ
の
督
促
に
つ
い
て
猶
予
の
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
に
県
が
そ
の
依

頼
に
応
じ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
連
帯
保
証
人
へ
の
督
促
に
つ
い
て
原
債
務
者
か
ら

連
帯
保
証
人
へ
の
督
促
の
猶
予
の
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
の
対
応
措
置
に
つ
い
て
定
め

る
必
要
が
あ
る
。

（
改
善
措
置
）

１
　
残
高
が
月
別
に
出
力
で
き
る
よ
う
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
管
理
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
ま
し

た
。な
お
、
総
合
農
林
事
務
所
で
も
、
個
々
の
償
還
簿
を
デ
ー
タ
化
し
て
、
残
高
を
把
握
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す
る
よ
う
改
善
し
ま
す
。

２
①
　
早
急
に
債
務
確
認
書
へ
押
印
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

②
　
早
急
に
連
帯
保
証
人
の
押
印
を
し
ま
す
。

３
　
９
年
度
に
つ
い
て
は
、
10年
度
に
調
定
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
今
後
は
調
定
す
べ
き
年
度
に
適
切
に
調
定
し
ま
す
。

４
　
延
滞
債
権
が
発
生
し
た
際
は
、
速
や
か
に
債
務
者
の
資
産
又
は
経
営
概
況
等
を
調
査

し
、
所
定
の
記
載
欄
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

５
①
　
連
帯
保
証
人
の
適
否
に
つ
い
て
、
総
合
農
林
事
務
所
の
運
営
協
議
会
で
十
分
な
検

証
作
業
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
現
在
は
、
市
町
村
・
森
林
組
合
・
総
合
事
務
所
の
３
者
で
運
営
協
議
会
を

開
き
相
互
保
証
の
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
り
ま
す
。

②
　
原
債
務
者
か
ら
の
債
務
確
認
書
の
提
出
を
条
件
に
依
頼
に
応
じ
ま
す
。

な
お
、
少
な
く
と
も
、
依
頼
の
措
置
の
条
件
の
内
規
を
作
成
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

１
　
多
額
の
回
収
不
能
債
権
が
累
積
し
て
い
る
が
、
債
権
の
適
正
な
開
示
の
た
め
、
ま

た
、
前
向
き
に
債
権
管
理
業
務
を
行
う
た
め
に
も
、
回
収
不
能
債
権
に
つ
い
て
は
、
債

権
放
棄
手
続
に
よ
る
不
納
欠
損
処
分
へ
の
移
行
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

２
　
破
綻
債
権
に
つ
い
て
は
、
破
綻
の
実
態
を
再
度
確
認
の
う
え
、
法
的
手
続
を
適
用
し

残
余
財
産
の
分
配
を
う
け
る
か
、
長
期
分
割
回
収
を
図
る
か
、
い
ず
れ
か
有
利
な
方
法

を
判
断
し
速
や
か
に
回
収
方
針
を
策
定
し
実
行
す
べ
き
で
あ
る
。

３
　
貸
倒
懸
念
債
権
に
つ
い
て
は
、
長
期
分
割
回
収
を
継
続
し
、
更
に
１
回
当
た
り
の
返

済
額
を
増
額
す
べ
く
な
お
一
層
指
導
・
督
促
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
。

（
改
善
措
置
）

１
　
回
収
不
能
債
権
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
個
別
債
権
ご
と
に
現
況
を
調
査
し
、
債
権
回

収
及
び
債
権
放
棄
に
よ
る
不
納
欠
損
処
分
等
に
取
り
組
み
ま
す
。

（
調
査
内
容
）

・
債
務
者
・
連
帯
保
証
人
の
所
在
、
資
産
等
の
状
況

・
債
権
が
長
期
延
滞
と
な
っ
た
経
緯
・
延
滞
理
由
、
償
還
見
通
し
の
有
無
等

２
　
破
綻
債
権
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
状
況
を
十
分
把
握
し
た
上
で
、
速
や
か
に
回
収

方
針
を
決
め
、
長
期
分
割
に
よ
る
償
還
や
資
産
の
任
意
売
却
・
競
売
等
に
よ
り
債
権
の

監
査
年
月
日

監
査
事
項

秋
田
県
企
業
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行

う
中
小
企
業
者
に
対
す
る
貸
付
金

平
成
１２
年
６
月
１４
日

～
平
成
１３
年
２
月
６
日

回
収
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
回
収
不
能
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
早
い
段
階
で
連
帯
保
証
人
へ
債
務
者
の
状

況
を
知
ら
せ
、
債
務
者
に
代
わ
り
償
還
へ
の
協
力
も
働
き
か
け
て
お
り
ま
す
。

３
　
貸
倒
懸
念
債
権
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
破
綻
債
権
化
し
な
い
よ
う
に
、
債
務
者

の
状
況
を
適
宜
把
握
す
る
と
と
も
に
、
分
割
償
還
も
な
る
べ
く
長
期
に
な
ら
な
い
よ
う

指
導
し
ま
す
。

ま
た
、
１
回
の
返
済
額
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
景
気
の
低
迷
等
に
よ
り
す
ぐ
に
実
施

す
る
の
は
難
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
債
務
者
の
状
況
や
今
後
の
経
済
の
動
向
等
を

見
て
検
討
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

１
　
連
帯
保
証
に
つ
い
て

社
会
福
祉
法
人
か
ら
の
借
入
申
込
に
対
し
て
、
市
町
村
か
ら
の
補
助
金
を
返
済
財
源

と
す
る
た
め
償
還
に
問
題
は
無
い
、
と
い
う
理
由
で
連
帯
保
証
人
を
免
除
し
て
い
る
の

は
、
貸
付
要
綱
の
規
定
に
反
す
る
。
社
会
福
祉
法
人
が
借
入
申
込
者
の
場
合
の
貸
付
金

に
つ
い
て
は
、
要
綱
ど
お
り
理
事
長
を
含
む
３
人
以
上
の
連
帯
保
証
人
を
立
て
る
必
要

が
あ
る
。

２
　
借
入
金
の
運
用
実
績
に
つ
い
て

「
借
受
人
は
資
金
の
貸
付
事
業
報
告
書
を
作
成
し
、
事
業
完
了
後
３
ヶ
月
以
内
に
知

事
に
提
出
す
る
」
と
貸
付
要
綱
に
あ
る
が
、
平
成
11年
度
貸
付
８
件
の
う
ち
２
件
に
つ

い
て
は
貸
付
事
業
報
告
書
の
提
出
が
約
９
ヶ
月
後
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
今
後
適
時

に
貸
付
金
の
運
用
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
、
規
定
ど
お
り
３
ヶ
月
以
内
に
入
手
す
る

必
要
が
あ
る
。

（
改
善
措
置
）

１
　
平
成
1
2
年
度
以
降
の
社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
借
入
申
込
に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
施

設
整
備
資
金
貸
付
要
綱
ど
お
り
、
理
事
長
を
含
む
３
人
の
連
帯
保
証
人
を
付
す
る
こ
と

を
絶
対
要
件
と
し
処
理
し
て
い
ま
す
。

平
成
1
2
年
度
の
資
金
貸
付
実
績
に
お
い
て
は
、
３
法
人
に
対
す
る
３
件
、
合
計
5
1
,5
0
0

千
円
の
貸
付
に
対
し
、
各
３
名
の
連
帯
保
証
を
確
認
の
う
え
貸
付
し
ま
し
た
。

２
　
ご
指
摘
の
と
お
り
今
後
は
、貸
付
事
業
報
告
書
提
出
時
期
の
周
知
徹
底
に
努
め
ま
す
。

監
査
年
月
日

監
査
事
項

秋
田
県
社
会
福
祉
施
設
整
備
資
金

平
成
１２
年
１２
月
６
日

～
平
成
１２
年
１２
月
８
日
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（
指
摘
事
項
）

１
　
債
権
保
全
手
続
の
遅
滞
に
つ
い
て

県
は
損
失
を
最
小
に
す
る
方
法
と
し
て
、
延
滞
発
生
以
後
、
貸
付
先
と
長
期
の
任
意

分
割
返
済
を
求
め
る
方
向
で
話
し
合
っ
て
き
た
と
い
う
も
の
の
、
閉
院
か
ら
お
よ
そ
１

年
近
く
経
っ
た
平
成
12年
12月
に
裁
判
所
に
対
し
て
申
し
立
て
を
行
っ
て
い
る
の
は
、

結
果
的
に
債
権
保
全
手
続
に
遅
滞
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

２
　
債
権
保
全
手
続
の
方
法
に
つ
い
て

ア
　
連
帯
保
証
人
の
保
証
能
力
を
検
討
す
る
手
続
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

イ
　
貸
付
金
額
に
応
じ
て
連
帯
保
証
人
を
追
加
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ウ
　
何
ら
か
の
物
的
担
保
を
徴
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

３
　
貸
付
金
額
の
上
限
設
定
に
つ
い
て

貸
付
先
の
規
模
や
財
政
状
況
に
応
じ
て
貸
付
金
額
の
上
限
を
設
定
す
る
必
要
性
に
つ

い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

４
　
事
業
実
施
報
告
書
等
の
提
出
時
期
に
つ
い
て

事
業
報
告
書
の
提
出
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
規
定
を
整
備
す
べ
き
で
あ

る
。

（
改
善
措
置
）

今
回
指
摘
の
あ
っ
た
件
に
つ
い
て
は
、
債
権
保
全
手
続
と
し
て
、
債
務
者
の
債
権
に

対
し
差
押
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
今
後
こ
の
よ
う
な
事
例
が
な
い
よ
う
に
連
帯
保
証
人
の
追
加
、
貸
付
金
額
の

上
限
設
定
及
び
事
業
実
施
報
告
書
等
の
提
出
時
期
に
か
か
る
要
綱
の
改
正
を
行
い
ま
し

た
。さ
ら
に
、
連
帯
保
証
人
の
保
証
能
力
を
検
討
す
る
手
続
及
び
物
的
担
保
を
徴
す
る
こ

と
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
そ
の
可
否
を
含
め
て
検
討
し
ま
す
。

（
指
摘
事
項
）

１
　
設
備
貸
与
事
業
及
び
機
械
類
貸
与
事
業
に
お
け
る
回
収
可
能
性
の
評
価
に
つ
い
て

監
査
年
月
日

監
査
事
項

公
的
医
療
機
関
等
設
備
整
備
資
金

平
成
１３
年
１
月
１１
日

監
査
年
月
日

監
査
事
項

財
団
法
人
あ
き
た
産
業
振
興
機
構

（
旧
財
団
法
人
秋
田
県
中
小
企
業
振
興
公
社
）

の
運
営
状
況
に
つ
い
て

平
成
１２
年
６
月
１４
日

～
平
成
１３
年
２
月
６
日

貸
倒
引
当
金
は
、
将
来
の
貸
倒
の
危
険
に
備
え
る
た
め
に
、
将
来
の
回
収
不
能
額
を

見
積
り
、
こ
れ
を
債
権
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
に
よ
り
、
債
権
の
回
収
可
能
額
を
適

正
に
表
示
す
る
た
め
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貸
倒
引
当
金
は
、
個
々

の
債
権
の
状
況
に
照
ら
し
て
回
収
不
能
と
認
め
ら
れ
る
額
を
算
定
す
る
こ
と
に
よ
り
設

定
す
べ
き
で
あ
る
。

２
　
補
助
事
業
別
の
収
支
の
把
握
に
つ
い
て

事
業
間
の
振
替
処
理
を
行
わ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
県
の
補
助
金
を
超
え
て
事
業
運
営

の
た
め
の
支
出
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。

（
改
善
措
置
）

１
　
今
年
度
に
お
い
て
、
未
収
債
権
全
て
を
対
象
に
見
直
し
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
そ

の
結
果
を
基
に
回
収
可
能
性
の
評
価
を
行
い
、
対
処
し
ま
す
。

２
　
振
替
処
理
を
行
わ
ず
、
指
摘
事
項
を
遵
守
し
執
行
し
ま
す
。
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